
 

 
 

第９期 東住吉区廃棄物減量等推進員 

第１回 連合代表者会議を開催しました 
  

 令和２年９月29日（火）午前10時30分より、東住吉区内にある大阪市立早川福祉会館４０１号室

において、第１回 東住吉区廃棄物減量等推進員連合代表者会議を開催しました。 

 今年度については本来であれば『第９期 廃棄物減量等推進員の委嘱式』を開催する年度となってお

りますが、新型肺炎コロナウイルス感染予防の観点や開催会場における３密を避けるため、東住吉区長

との事前協議を行った結果、委嘱式は行わないことを報告しました。 

 また、今期も区代表の任務を引き受けていただいた門脇区代表をはじめ、新しく連合代表になられた

方より、自己紹介ならびに挨拶をいただきました。その後、当センター西村所長からも挨拶をさせてい

ただきました。 

会議の内容については、令和２年度の事業活動年間予定の実施の有無について意見交換をしながら

話し合いをし、今年度においては推進員研修会や推進員実地研修、ガレージセールなどの行事を中止と

する方向で進めていくこととなりました。また、今期については各連合町会から推薦されている推進員

に対して、委嘱状や推進員証、第9期の活動マニュアルなどを、中部環境事業センターより各連合会館

へお持ちさせていただき、その後、各連合代表を通じて配っていただくことになりました。 

廃棄物減量等推進員の任期は令和４年３月３１日までの２年間となりますが、地域住民の皆様への

『ごみ減量と３R』を推進するボランティアリーダーとして大阪市とのパイプ役として活動をお願いい

たします。 
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会議の冒頭で挨拶をされる東住吉区 門脇区代表 中部環境事業センター 西村所長 
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